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第 7 章 特 別 支 援 教 育 

第 1 節  教  育  課  程  

１  平 成 25 年 度特別支援学校新課程講習会  

 (1)特 別 支 援 学 校  

  ア  会 の 名 称  平 成 25 年 度 特 別 支 援 学 校 新 教 育 課 程 講 習 会  

イ  目 的  特 別 支 援 学 校 の 教 育 課 程 に 関 す る 研 究 成 果 の 発 表 及 び 研 究 協 議 を 行 い 、特 別 支  

援 学 校 に お け る 学 習 指 導 等 の 改 善 と 教 員 の 指 導 力 向 上 に 資 す る 。  

   ウ  期日・場所  平 成 25 年 8 月 22 日 （ 木 ）    県 立 港 養 護 学 校  

   エ  参 加 者  特 別 支 援 学 校 教 員  76 人  

(2)小 学 校 及 び 中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 、 通 級 に よ る 指 導  

ア  会 の 名 称  平 成 25 年 度 特 別 支 援 教 育 に 係 る 教 育 課 程 等 研 究 集 会  

イ  目 的  小・中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 並 び に 通 級 に よ る 指 導 に お け る 教 育 課 程 に 関 す る 研  

究 、並 び に 通 常 の 学 級 に 在 籍 し て い る 特 別 な 教 育 的 支 援 を 必 要 と す る 児 童 生 徒 に

対 す る 適 切 な 指 導 及 び 必 要 な 支 援 の あ り 方 に 関 す る 研 究 の 成 果 を 発 表 し 、研 究 協

議 を 通 し て 学 習 指 導 等 の 改 善 と 指 導 力 の 向 上 に 資 す る 。  

   ウ  期日・場所  平 成 25 年 8 月 20 日 （ 火 ）   弥 富 市 総 合 社 会 教 育 セ ン タ ー （ 尾 張 部 ）  

          平 成 25 年 8 月 21 日 （ 水 ）   西 三 河 総 合 庁 舎 （ 三 河 部 ）  

   エ  参 加 者  2 会 場  合 計 243 人  

２  特別支援教育研究委嘱  

    項  目

種  別  
学  校  名  研  究  課  題   研 究 委 嘱 期 間  

県 教 育 委 員 会 刈 谷 市 立 平 成 小 学 校
集 団 の 中 で 安 定 し た 学 校 生 活 を 営 む た め

の 支 援 の あ り 方  

平 成 25 年 度  

～

平 成 26 年 度  

３  学校訪問  

特 別 支 援 学 校 並 び に 特 別 支 援 学 級 を 設 置 す る 小・中 学 校 を 訪 問 し 、学 校 管 理 、教 育 課 程 、学 習

指 導 、 生 徒 指 導 、 生 活 指 導 、 進 路 指 導 、 現 職 研 修 等 に 関 す る 諸 問 題 に つ い て 指 導 助 言 を 行 っ た 。 

(1)平 成 25 年 度 特 別 支 援 学 校 重 点 指 導 事 項  

   新 学 習 指 導 要 領 実 施 を 踏 ま え た 教 育 課 程 の 編 成 に つ い て  

(2)訪 問 校  

   ア  特 別 支 援 学 校  

      計 画 訪 問  14 校   

   イ  特 別 支 援 学 級 設 置 の 小 ・ 中 学 校  

      計 画 訪 問  小 学 校 6 校 、 中 学 校 6 校  
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４  教育課程の編成と運営  

(1)幼 稚 部  

6 領 域 編 成  盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 1 校 、 養 （ 肢 ） 1 校  

(2)小 学 部  

特 別 支 援 学 校 小 学 部・中 学 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、各 教 科 、道 徳 、特 別 活 動 、自 立 活

動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 （ 小 学 部 3 年 生 以 上 、 知 的 障 害 養 護 学 校 を 除 く 。） で 編 成 さ れ て い

る 。  

   ア  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 肢 ） 9 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  各 教 科 等 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 8 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

(3)中 学 部  

特 別 支 援 学 校 小 学 部・中 学 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、各 教 科 、道 徳 、特 別 活 動 、自 立 活

動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 で 編 成 さ れ て い る 。  

   ア  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を

除 く 。）  

       盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 肢 ） 9 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  各 教 科 等 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 8 校 、 養 （ 肢 ） 9 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

(4)高 等 部  

特 別 支 援 学 校 高 等 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、 各 教 科 、 道 徳 （ 知 的 障 害 養 護 学 校 の み ）、 

特 別 活 動 、 自 立 活 動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 で 編 成 さ れ て い る 。  

   ア  教 育 課 程 に 類 型 又 は コ ー ス を 設 け て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 12 校 、 養 （ 肢 ） 9 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  各 教 科 等 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 3 校 、 養 （ 知 ） 8 校 、 養 （ 肢 ） 9 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

ウ  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 3 校 、 養 （ 肢 ） 9 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

    ＊ （ 知 ） 知 的 障 害  （ 肢 ） 肢 体 不 自 由  （ 病 ） 病 弱  



- 128 -

第 2 節  教  科  用  図  書  の  採  択  

１  小 学部及び中学部（義務教育段階）使用教科用図書

特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 及 び 中 学 部 の 教 科 用 図 書 は 、 ｢義 務 教 育 諸 学 校 の 教 科 書 の 無 償 措 置 に 関

す る 法 律 ｣第 13 条 の 規 定 に 基 づ き 、 採 択 し た 。  

特 別 支 援 学 校 の 教 科 用 図 書 は 、文 部 科 学 大 臣 の 検 定 を 経 た 教 科 用 図 書 の ほ か 、盲 学 校 用 教 科 書

（ 点 字 本 ） が 小 学 部 4 種 目 各 3 種 、 中 学 部 7 種 目 各 5 種 、 聾 学 校 用 教 科 書 が 小 学 部 2 種 目 各 1

種 、 中 学 部 1 種 目 1 種 、 養 護 学 校 （ 知 的 障 害 教 育 ） 用 教 科 書 が 小 学 部 、 中 学 部 と も そ れ ぞ れ 3

種 目 各 2 種 か ら 採 択 す る と と も に 、 学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 の 規 定 に よ る 教 科 用 図 書 （ 以 下 ｢附 則

第 9 条 図 書 ｣と い う 。） を 採 択 し た 。  

附 則 第 9 条 図 書 の 採 択 に あ た っ て は 、愛 知 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 の 審 議 を 経 て 、県 教 育 委 員

会 に お い て 附 則 第 9 条 図 書 の 選 定 及 び 採 択 の 方 針 を 決 定 す る と と も に 、 選 定 審 議 会 に 附 則 第 9

条 図 書 に つ い て 調 査 研 究 を 行 う 調 査 員 （ 特 別 支 援 学 校 教 職 員 等 29 人 ） を 置 き 、 そ の 調 査 研 究 に

基 づ く 選 定 審 議 会 の 審 議 を 経 て 、 県 教 育 委 員 会 に お い て ｢平 成 26 年 度 使 用 一 般 図 書 選 定 資 料 ｣の

作 成 を 行 っ た 。  

   選 定 及 び 採 択 の 方 針 の 概 要 は 、次 の と お り で あ る 。① 児 童 生 徒 用 の 教 科 の 主 た る 教 材 と し て 教

育 目 標 の 達 成 上 適 切 な 図 書 を 選 定 す る こ と 。な お 、こ の 場 合 、下 学 年 用 の 文 部 科 学 大 臣 の 検 定 を

経 た 教 科 書 又 は 文 部 科 学 省 著 作 教 科 書 の 選 定 に つ い て 検 討 す る も の と す る 。② 上 記 の 使 用 が 適 切

で な い 場 合 は 、 県 教 育 委 員 会 作 成 の 「 平 成 26 年 度 使 用 一 般 図 書 選 定 資 料 」 に 掲 載 さ れ て い る 図

書 の 中 か ら 選 定 す る も の と す る 。  

平成 26 年 度使用愛知県立特別支援学校小学部・中学部教科用図書採択状況  

区 分  
文 部 科 学 省

検 定 済 教 科 書

特 別 支 援 学 校

用 教 科 書

学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 に  

規 定 す る 教 科 用 図 書  計  

小学校用教科書 一 般 図 書

小 学 部  

11 種 目  

11 者  29 種  

1,631 冊  

5 種 目  

5 者  9 種  

2,208 冊  

10 種 目  

18 者  59 種  

2,950 冊  

12 種 目  

32 者  102 種  

6,789 冊  

中 学 部  

15 種 目  

9 者  31 種  

1,569 冊  

8 種 目  

7 者  11 種  

1,276 冊  

3 種 目  

3 者  4 種  

264 冊  

8 種 目  

21 者  62 種  

2,645 冊  

16 種 目  

35 者  108 種  

5,754 冊  

２  高等部使用教科用図書の採択  

県 立 高 等 学 校 と 同 様 の 手 続 き で 採 択 し た 。（ P.109～ P.110 参 照 ）  

平 成 25 年 度 は 、生 徒 の 実 態 に 応 じ て 、高 等 学 校 用 、中 学 校 用 、小 学 校 用 又 は 特 別 支 援 学 校 小 ・

中 学 部 用 教 科 用 図 書 を 採 択 し た 。  

な お 、こ の ほ か 、｢愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 ｣第 8 条 の 規 定 に 基 づ き 、137 種 の 一 般 図 書 の 教 科 用

図 書 に 係 る 届 出 を 受 理 し た 。  

平成 26 度 使用愛知県立特別支援学校高等部教科用図書採択状況  

高 等 部 用

教 科 書

高 等 学 校 用 教 科 用 図 書  学校教育法附則第 9 条に規定する教科用図書 計  

高 等 学 校 用

教 科 書

（ 第 1 部 ）

同     左  

（ 第 2 部 ）

中 学 校 用

教 科 書

小 学 校 用

教 科 書

特別支援学校

小・中学部用

教 科 書

未 発 行

41 種 目  

25 者 134 種

2,599 冊  

27 種 目  

23 者 64 種

237 冊  

9 種 目  

8 者 22 種  

2,202 冊  

 9 種 目  

 8 者 27 種

1,815 冊  

5 種 目  

4 者 5 種  

154 冊  

69 種 目  

31 者 252 種

7,007 冊  
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３  就学猶予・免除者への教科書の無償給与  

「 就 学 義 務 猶 予 免 除 者 に 対 す る 教 科 書 の 無 償 給 与 に つ い て 」（ 平 成 17 年 4 月 1 日 付 17 文 科 初

第 22 号 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 依 頼 ） に 基 づ き 、 学 校 教 育 法 第 18 条 の 規 定 に よ り 保 護 者

が 就 学 さ せ る 義 務 を 猶 予 又 は 免 除 さ れ た 児 童 生 徒 で 、 教 科 書 の 給 与 を 希 望 し 、 か つ 市 町 村 教 育

委 員 会 が 教 科 書 に よ る 学 習 が 可 能 で あ る と 認 め た 者 に 対 し て 教 科 書 を 無 償 給 与 す る こ と が で き

る 。 平 成 25 年 度 は 9 人 に 給 与 し た 。  

４  補助教材  

   「 愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 」第 8 条 の 規 定 に 基 づ き 、各 学 校 か ら 小 学 部 用 372 種 、中 学 部 用 253

種 、 高 等 部 用 254 種 の 補 助 教 材 の 使 用 に 係 る 届 出 を 受 理 し た 。  

第 3 節  就   学   指   導  

１  愛 知県就学指導委員会  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 の 把 握 と 特 別 支 援 学 校 並 び に 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学・入 級 指 導 の 適 正

を 期 す る た め 、県 教 育 委 員 会 に 愛 知 県 就 学 指 導 委 員 会（ 会 長  愛 知 県 特 別 支 援 教 育 推 進 連 盟 理 事

長 ） を 設 置 し て い る 。 こ の 委 員 会 は 、 医 師 、 学 識 経 験 者 、 児 童 福 祉 関 係 者 、 教 育 関 係 者 等 25 人

以 内 の 委 員 で 構 成 し て お り 、障 害 児 の 就 学 、地 区 就 学 指 導 委 員 会 と の 連 絡 調 整 、特 別 支 援 教 育 の

啓 発 等 に 関 す る 事 業 に つ い て 協 議 す る こ と と な っ て い る 。（ 平 成 20 年 度 よ り 、愛 知 県 就 学 指 導 委

員 会 と 、 地 区 就 学 指 導 委 員 会 を 一 本 化 し て い る 。）  

平 成 25 年 度 に お け る 開 催 状 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

開  催  日  協   議   事   項  

25.12.18 
障 害 児 の 教 育 支 援 に つ い て  

平 成 26 年 度 に 係 る 市 町 村 就 学 指 導 委 員 会 審 議 状 況 に つ い て  

２  市町村就学指導委員会  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 把 握 と 障 害 児 の 判 定 と 就 学 指 導 、特 別 支 援 教 育 の 啓 発 等 の 協 議 を 行 っ

て い る 。  

平 成 25 年 度 に お け る 就 学 に 係 る 教 育 事 務 所 別 市 町 村 就 学 指 導 委 員 会 審 議 状 況 は 、 次 の と お り

で あ る 。  

区   分  
市 町 村 就 学 指 導 委 員 会

審  議  人  数  （ 人 ）

尾 張 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  1,460 

海 部 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町 村    528 

知 多 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町    418 

西 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  1,067 

東 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町    842 

新 城 設 楽 支 所・設 楽 教 育 指 導 室 管 内 の 市 町 村    49 

合   計  4,364 
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３  早期教育相談  

小 学 校 へ の 適 正 及 び 円 滑 な 就 学 を 推 進 す る た め 、幼 児 期 か ら 就 学 前 の 障 害 の あ る 子 ど も を も つ

保 護 者 に 対 し て 、支 援 の 在 り 方 や 就 学 相 談 等 に つ い て の 相 談 活 動 を 県 内 6 地 区 、7 会 場 で 実 施 し

た 。  

相 談 員 は 、小・中 学 校 教 員 、特 別 支 援 学 校 教 員 、県 総 合 教 育 セ ン タ ー 職 員 、市 町 村 教 育 委 員 会

職 員 、 教 育 事 務 所 指 導 主 事 、 保 健 ・ 福 祉 ・ 医 療 等 関 係 機 関 職 員 等 約 15 人 で 構 成 し て い る 。  

平 成 25 年 度 に お け る 開 催 状 況 は 次 の と お り で あ る 。              

地    区  開  催  日 会       場    相 談 者 数（ 人 ）

尾 張 ( 愛 日 ) 地 区 25.7.30,31 春 日 井 さ さ え 愛 セ ン タ ー  133 

尾 張 (中 島・丹 葉 )地 区 25.8.1,2 尾 西 生 涯 学 習 セ ン タ ー   64 

海 部 地 区 25.8.22,23 あ ま 市 甚 目 寺 中 央 公 民 館   37 

知 多 地 区 25.8.8,9 半 田 市 福 祉 文 化 会 館   95 

西 三 河 地 区 25.8.5 西 三 河 総 合 庁 舎   13 

東 三 河 地 区 25.8.1,2 東 三 河 県 庁   73 

新 城 ・ 設 楽 地 区 25.7.24 新 城 市 勤 労 青 少 年 ホ ー ム   20 

計  435 

４  平成 25 年 度障害のある幼児児童生徒の在籍者数      （ 単 位：人）（ 25.5.1 現 在 ）  

区   分  
幼  児 ・ 児  童 ・ 生  徒  数  

計  幼  小  中  高  

計  14,604 116 7,669 4,134 2,685 

特 別 支 援 学 校   5,965 116 1,892 1,272 2,685 

特 別 支 援 学 級   8,639 - 5,777 2,862 - 

（ 注 ）「 特 別 支 援 学 校 」 は 国 立 、 名 古 屋 市 立 を 除 く

５  平成 25 年 度障害による就学義務猶予・免除者数（単位：人）  

区    分  計  6～ 11 歳  12～ 14 歳

計  2 2 0 

猶    予  0 0 0 

免    除  2 2 0 

６  体験入学推進事業連絡協議会  

体 験 入 学 推 進 事 業 の 円 滑 な 推 進 を 図 る と と も に 、就 学 指 導 関 係 諸 機 関 の 連 携 等 を 図 る た め 、市

町 村 教 育 委 員 会 の 障 害 児 の 就 学 事 務 担 当 者 を 対 象 と し て 、次 の と お り 5 地 区 に お い て 連 絡 協 議 会

を 開 催 し た 。  

地   区  開 催 日 会     場  参   加   者  参 加 者 数 （ 人 ）

尾   張  25.5.7 県 三 の 丸 庁 舎  
尾 張 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 35 

海   部  25.6.18 海 部 総 合 庁 舎  
海 部 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町 村

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 11 

知   多  25.5.31 知 多 総 合 庁 舎  
知 多 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 16 

西  三  河  25.6.21 安 城 養 護 学 校  
西 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 21 

東  三  河  25.6.5 東 三 河 総 合 庁 舎
東 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 14 

計   97 
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７  市町村特別支援教育担当指導主事等会議  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 調 査 を も と に 就 学 指 導 を 適 正 か つ 円 滑 に 実 施 す る た め 、市 町 村 の 特 別

支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 （ 担 当 者 ） を 対 象 に 連 絡 会 を 開 催 し た 。  

開  催  日 会   場  参       加       者    参 加 者 数（ 人 ）

25.5.10 
県 自 治 ｾﾝﾀｰ

各 市 町 村 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 （ 担 当 者 ）

各 教 育 事 務 所 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 等  

75 

25.9.4 75 

８  特別支援学校（小・中学校）学校指定  

学 校 教 育 法 施 行 令 第 14 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 平 成 25 年 度 の 学 校 指 定 の 状 況 は 、次 の と お り

で あ る 。  

平成 25 年 度特別支援学校指定状況について  （単位：人）（ 25.5.1 現 在）  

区     分  盲 学 校 聾 学 校

養  護  学  校  

合  計知  的

障  害

肢  体

不 自 由
病  弱 計  

新 学 齢 児 8 36 253  96 7 356 400 

小 ・ 中 学 校 か ら の 転 校 0  0   0   3 38  41  41 

特 別 支 援 学 校 間 の 転 校 0  0   0   2  1   3   3 

他 県 か ら の 転 校 0  0   0   0  3   3   3 

就 学 猶 予 ・ 免 除 の 解 除 0  0   0   0  0   0   0 

計  8 36 253 101 49 403 447 

９  幼稚部・高等部入学者選考  

平 成 25 年 11 月 8 日（ 金 ）「 平 成 26 年 度 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 の 幼 稚 部 及 び 高 等 部 の 入 学 者 の

募 集 に つ い て 」公 告 、平 成 26 年 2 月 26 日（ 水 ）、各 募 集 学 校 に お い て（ 高 等 養 護 は 2 月 5 日（ 水 ））、

入 学 者 選 考 を 実 施 し た 。 平 成 26 年 度 入 学 志 願 者 数 等 の 概 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

区    分  募 集 人 員     志 願 者 数（ 人 ）    入 学 者 数（ 人 ）

幼
稚
部

盲  学  校 約    6 人 程 度   4   4 

聾  学  校 約   48 人 程 度  44  44 

養 護 学 校 約   18 人 程 度   6   6 

高
等
部

盲  学  校 約   62 人   35  35 

聾  学  校 約   96 人   57  57 

養 護 学 校 約  999 人  967 890 
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第 4 節  施  設  内  教  育  ・  訪  問  教  育  

１  施 設内教育

児 童 福 祉 施 設 等 に 入 所（ 院 ）し て い る 学 齢 児 童 生 徒 の う ち 、就 学 は 可 能 で あ る が 、障 害 の 状 態

が 重 度 又 は 重 複 し て い る た め 、通 学 し て 教 育 を 受 け る こ と が 困 難 な 者 に 対 し て 、施 設 等 内 に お い

て 通 学 生 に 準 じ た 教 育 を 実 施 し た 。（ 2 施 設 6 病 院 、 29 学 級 、 74 人 ）  

２  訪問教育  

就 学 は 可 能 で あ る が 、障 害 の 状 態 が 極 め て 重 度 で あ る か 重 複 し て い る た め 、通 学 し て 教 育 を 受

け る こ と が 困 難 な 在 宅 又 は 病 院 入 院 中 の 学 齢 児 童 生 徒 に 対 し て 、週 3 回 、1 回 3 単 位 時 間 、教 員

を 家 庭 等 へ 派 遣 し 教 育 を 行 っ た 。高 等 部 に お い て は 、平 成 12 年 4 月 か ら 家 庭 訪 問 教 育 を 本 格 的 に

実 施 し た 。（ 48 学 級 、 116 人 ）  

３  平成 25 年 度施設内教育・訪問教育の学級数等                              （ 25.5.1 現 在）  

区     分  

施  設  内  教  育  訪   問   教   育  

学 級 数
児 童 ・ 生 徒 数  

学 級 数
児 童 ・ 生 徒 数  

計  小  中  計  小  中  高  

合     計  29 74 48 26 48 116 59 33 24 

知 的 障 害

計  16 42 26 16 10  23 16  7  0 

県 立 16 42 26 16  6  15 13  2  0 

市 立  0  0  0  0  4   8  3  5  0 

肢 体 不 自 由 （ 県 立 ）  2  5  3  2 29  73 36 13 24 

病    弱 （ 県 立 ） 11 27 19  8  9  20  7 13  0 

県  立  計 （ 再 掲 ） 29 74 48 26 44 108 56 28 24 

第 5 節  特  別  支  援  教  育  の  推  進  

１  特 別支援学級等の充実  

(1)学 級 編 制 等  

    平 成 25 年 度 に お け る 特 別 支 援 学 級 数 は 2,455 学 級 で 前 年 度 よ り 98 学 級 増 で あ る 。  

特  別  支  援  学  級  の  学  級  数  等  （ 25.5.1 現 在）

区    分  
設  置  学  校  数  学     級     数  児  童  ・  生  徒  数  

計  小  中  計  小  中  計  小  中  

計  1,235 864 371 2,455 1,713 742 8,639 5,777 2,862

知 的 障 害 1,128 782 346 1,197   817 380 4,291 2,762 1,529

肢 体 不 自 由    60  45  15    60    45  15    98    81    17

病 弱・身 体 虚 弱    36  27   9    38    28  10    78    53    25

弱 視     6   5   1     6     5   1     6     5     1

難 聴     8   7   1     9     7   2    24    11    13

言 語 障 害     3   2   1     3     2   1     5     4     1

自閉症・情緒障害 1,070 759 311 1,142   809 333 4,137 2,861 1,276

（ 注 ）「 設 置 学 校 数 」 の 計 は 、 実 学 校 数 で あ る 。  
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(2)通 級 指 導 教 室  

通 級 指 導 教 室 は 、通 常 の 学 級 に 在 籍 し て い る 軽 度 の 障 害 の あ る 児 童 生 徒 の 障 害 の 改 善・克 服

の 指 導 の 場 と し て 、 平 成 5 年 度 に 制 度 化 さ れ た 。  

通級指導教室設置学校数・教室数・指導を受けている児童生徒数   （ 25.5.1 現 在 ） 

区   分  
設  置  学  校  数  教    室    数  児  童  ・  生  徒  数  

小  中  聾  計  小  中  聾  計  小  中  計  

言 語 障 害  37    37  37    37   534   4   538

自 閉 症  25  3   28  25  3   28   331  32   363

情 緒 障 害  42  5   47  42  5   47   572  92   664

難 聴   4  1    5   4  1    5    27  12    39

Ｌ Ｄ  38  4   42  39  4   43   608  58   666

Ａ Ｄ Ｈ Ａ  72  2   74  72  2   74   879  21   900

言 語 ・ 難 聴   5   5   5   5   117  31   148

合 計 214 15 5 234 219 15 5 239 3,068 250 3,318

（ 注 1）「 設 置 学 校 数 」 の 計 は 、 実 学 校 数 で あ る 。（ 複 数 設 置 校 5 校 ）  

 （ 注 2）「 言 語 ・ 難 聴 」 は 、 聾 学 校 教 員 に よ る 通 級 指 導 で あ る 。

２  養護学校体験入学  

障 害 の あ る 子 ど も の 適 正 か つ 円 滑 な 就 学 の 推 進 を 図 る た め 、瀬 戸 市 立 瀬 戸 養 護 学 校 、豊 田 市 立

豊 田 養 護 学 校 及 び 県 立 養 護 学 校 （ 高 等 養 護 学 校 を 除 く ） 全 校 に お い て 体 験 入 学 を 実 施 し た 。  

   新 た に 入 学 す る こ と と な る 障 害 の あ る 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 を 対 象 と し て 、授 業 参 観 、学 校 に

お け る 諸 活 動 へ の 参 加 、 就 学 相 談 等 を 行 っ た 。  

             平  成  25 年  度  参  加  者  状  況                  （ 単位：人）  

区   分  知 的 障 害 養 護 学 校 肢 体 不 自 由 養 護 学 校 病 弱 養 護 学 校 計  

新 学 齢 児 童 等 309 166 21   496 

保 護 者 380 222 22   624 

そ の 他  51  50  7   108 

計  740 438 50 1,228 

                                      （ 延 べ 人 数 ）  

３  聾幼児教育相談事業  

聴 覚 障 害 児 の 言 語 指 導 で は 特 に 幼 児 期 の 指 導 が 重 要 で あ る の で 、聾 幼 児 教 育 相 談 事 務 嘱 託 員 を

千 種 ・ 豊 橋 ・ 岡 崎 ・ 一 宮 聾 学 校 に 計 4 人 配 置 し た 。  

   各 聾 学 校 と も 、聴 力 検 査 及 び 障 害 に つ い て の 教 育 相 談 、基 本 的 生 活 習 慣 確 立 の 指 導 、補 聴 器 利

用 の 指 導 、 発 語 ・ 読 話 指 導 、 リ ズ ム 遊 戯 等 に よ る 集 団 へ の 適 応 、 両 親 教 育 等 を 行 っ て い る 。  
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第 6 節  就   学   奨   励  

 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 に 関 す る 法 律 並 び に 特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 負 担 金 交 付 要 綱 及 び 同 補

助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 、 公 立 の 特 別 支 援 学 校 並 び に 小 学 校 及 び 中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学 を 奨

励 す る た め 、 そ の 就 学 に 必 要 な 経 費 の う ち 、 次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て 保 護 者 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 す

る た め の 就 学 奨 励 事 業 を 実 施 し た 。  

１  就学奨励費（特別支援学校分）  

区   分
教 科 用 図 書

購 入 費
学 校 給 食 費

交     通     費  

通   学   費  帰   省   費  
職 場 実 習 費

本     人  付  添  人  本     人  付  添  人  

支弁人員(人) 1,701 5,573 5,776 2,129 320 46 1,073

支 弁 額(円) 23,350,919 229,408,826 142,404,095 42,918,947 8,564,248 392,258 2,584,679

区   分

交  通  費 寄  宿  舎  居  住  に  伴  う  経  費  

修 学 旅 行 費
校 外 活 動 等

参 加 費

職 場 実 習

宿 泊 費交 流 及 び

共 同 学 習 費
寝 具 購 入 費

日 用 品 等

購 入 費
食 費

支弁人員(人) 168 57 189 188 1,483 3,706 260

支 弁 額(円) 51,604 240,321 4,094,362 15,318,668 48,378,937 10,800,027 3,777,799

区   分
学 用 品 等

購 入 費

新 入 学 児 童
生 徒 学 用 品
費 等

拡 大 教 材 費 合 計 実 支 給 人 員

支弁人員(人) 5,390 1,497 2 6,248

支 弁 額(円) 59,489,866 22,975,638 117,150 625,668,371

２  就学奨励費（特別支援学級分）  

区   分 学 校 給 食 費
交 通 費

（ 通 学 費 ）

職 場 実 習

交 通 費

交 流 及 び
共 同 学 習
交 通 費

修 学 旅 行 費

校 外 活 動 等 参 加 費

宿 泊 を 伴 わ

な い も の

宿 泊 を 伴 う

も の

小
学
校

支弁人員(人) 3,7 67 42 0 293 637 3,016 451

支 弁 額(円) 72, 965,08 9 504,730 0 79,264 6,228,291 1,967,654 707,349

中
学
校

支弁人員(人) 1,6 69 36 4 122 500 1,055 449

支 弁 額(円) 35, 771,23 2 540,179 1,600 54,402 11,589,195 984,365 1,100,903

計
支弁人員(人) 5,4 36 78 4 415 1,1 37 4,071 900

支 弁 額(円) 108 ,736,3 21 1,044,909 1,600 133,666 17,817,486 2,952,019 1,808,252

区   分
学 用 品 等

購 入 費

新 入 学 児 童
生 徒 学 用 品
費 等

体 育 実 技

用 具 費
拡 大 教 材 費 合 計 実 支 給 人 員

小
学
校

支弁人員(人) 3,6 45 535 0 1 12, 387
3,821

支 弁 額(円) 18, 627,32 8 5,194,661 0 12,507 106,286,873

中
学
校

支弁人員(人) 1,5 89 556 0 0 5,9 80
1,727

支 弁 額(円) 15, 233,63 0 6,343,334 0 0 71,618,840

計
支弁人員(人) 5,2 34 1,0 91 0 1 18,367

5,548
支 弁 額(円) 33, 860,95 8 11,537,995 0 12,507 177,905,713

（ 注 ） 実 施 市 町 村 数  52 市 町 村  


